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〜医療先進国としての明るい未来を⽬指して〜提⾔ⅩⅤ
2026年薬価改⾰と新年度の展望

薬価流通政策研究会・くすり未来塾



⼀般社団法⼈医療・医薬総合研究所の「薬価流通政策研究会・くすり未来塾」は、2021
年12⽉1⽇以来今⽇まで、“医療先進国としての明るい未来”を⽬指して、薬価・流通⾯を中
⼼に制度改⾰提⾔を⾏ってまいりました。「くすり未来塾」の提⾔は、広く、医療、医薬
品の関係者の皆さまや政府の関係審議会等の関係者の皆さまに向けて発信するものです。

医薬品が国⺠・患者のところに届かないという前例のない状況が医薬品に対する⼤きな
注⽬を集め、政府においても様々な取り組みが始まっています。しかし、まだまだ⼗分で
はない点、⾒過ごされている点、正しく理解されていない点などがあると思います。

くすり未来塾としては、引き続き、これらの点について発信を続けていきたいと考えて
います。各位のご理解、ご⽀援をお願いします。

共同代表 ⻑野明・武⽥俊彦
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【くすり未来塾 提言ⅩⅤの主な内容】

・2026年度薬価制度改革について

〜その評価・製薬業界の観点から

・2026年度薬価制度改革について

〜その評価・医薬品流通業界の観点から

・薬局の在庫をめぐる問題について（調査報告）

〜抗がん剤治療における“処方難民”発生と対応策 

・創薬の成長戦略

・低栄養問題と経口栄養補助剤

・医薬品流通と薬価制度、ガイドライン
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2026年度薬価制度改革について

〜その評価・製薬業界の観点から

〜医療先進国としての明るい未来を⽬指して〜 提⾔ⅩⅤ
2026年薬価改⾰と新年度の展望
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薬価流通政策研究会・くすり未来塾



全体総括（結論）

評価が⾼い点：
• ルールの明確化・予⾒性向上（共連れ廃⽌、加算適⽤ルール整理など）
• ⼩児・希少疾病⽤医薬品への⼀定の配慮
• 安定供給を意識した最低薬価・不採算品対応

不満・課題：
• イノベーション評価が不⼗分（実質的には薬価引下げ⾊が強い）
• 名称変更のみで実効性が乏しい制度が多い（PMP、SPA-SSS等）
• 中間年改定・頻回再算定による予⾒性の低さ

→ 総じて「部分的改善はあるが、抜本改⾰には⾄らず」という評価



① 薬価算定⽅法（新薬算定の基礎）
【評価：賛否混在】
• 類似薬効⽐較⽅式での「⽐較薬の加算控除

＋新薬も加算可」は
• ⼩児加算は評価⾼い
• 市場性加算（特にオーファン指定有

無）で開発意欲低下を懸念
• ⾰新的新薬の評価⽅法は「引き続き検討」

に留まり、具体性・スピード不⾜への不満
が⼤きい

• 原価計算⽅式の開⽰度は現⾏維持 → 現実
的とする声と、制度疲労を指摘する声が拮
抗

② 新薬収載・改定時の加算評価
【評価：⽐較的⾼い】
• 市場性加算＋⼩児加算の併加算 → 開発イ

ンセンティブとして⾼評価
• 標準療法化後の改定時加算 → 上市後の価
値評価として歓迎

• 希少疾病⽤医薬品の加算率柔軟化（例外的
5％） → 柔軟性は理解されるが「実質引
下げ」への警戒感が強い

• 外国平均価格調整でのドイツ交渉後価格参
照 → 合理性は認めつつ、ドラッグロス懸
念が顕著

主要論点別の要点



③ 新薬創出・適応外薬解消等促進加
算（PMP）
【評価：低め】
• 「新薬創出等加算」 → 「⾰新的新薬薬価

維持制度（PMP）」に名称変更
• 実態はほぼ変更なしで「名前だけ」「特許
期間中も実際は薬価が下がる」との批判多
数

• 平均乖離率要件については、企業努⼒で制
御できない指標として強い不満

④ 市場拡⼤再算定（SPA-SSS）
【評価：厳しい】
• 名称変更（市場拡⼤再算定 → 持続可能性

特例価格調整）⾃体は実質変更なしとして
評価低い

• ⼀⽅で「共連れ（類似品への波及）」廃⽌
は⾮常に⾼評価

• NDB活⽤・四半期再算定拡⼤については
薬価引下げの加速・予⾒性低下を懸念

主要論点別の要点



⑤ ⻑期収載品・後発品政策
【評価：理解はあるが懸念⼤】
• G1⼀本化、Z2・G2廃⽌など制度簡素化は

⼀定の理解
• ただし、現場実態との乖離を指摘

• 急激な制度変更
• 安定供給への影響
• 先発品撤退のしにくさ

⑥ 安定供給・不採算品対策
【評価：⽐較的⾼い】
• 不採算品再算定の要件緩和
• 最低薬価下⽀えルールの整理 → 供給維持

の観点から評価

主要論点別の要点



評価が割れた主要論点
本改⾰では、制度の整理・明確化を評価する声が
ある⼀⽅、イノベーション評価や予⾒性の観点で
評価が割れる論点が複数⾒られた。主な論点は以
下のとおり。

① 類似薬効⽐較⽅式における加算控除ルール
⼩児加算等の開発努⼒が適切に反映される点は評
価された⼀⽅、市場性加算（特に希少疾病領域）
の控除が開発意欲を削ぐとの懸念が⽰され、評価
が分かれた。
② ⾰新的新薬の評価⽅法を「次期改⾰まで継続検
討」とした点
拙速な制度変更を避けた慎重姿勢を評価する声が
ある⼀⽅、具体策が⽰されず、⽇本の創薬競争⼒
低下につながるとの不満も多かった。
③ 原価計算⽅式における原価開⽰度ルールの維持
現実的な対応として理解を⽰す声と、原価開⽰と
医薬品価値評価を切り離すべきとの根本的な疑問
が並⽴した。

④ 希少疾病⽤医薬品の加算率を例外的に5％まで認
める柔軟化
治験困難性を踏まえた柔軟運⽤として評価される⼀
⽅、実質的な加算率引下げが常態化することへの警
戒感が強かった。
⑤ 外国平均価格調整におけるドイツ交渉後価格の
参照
国際整合性の観点から合理的とする意⾒がある⼀⽅、
⽇本市場の魅⼒度低下やドラッグロス拡⼤を懸念す
る声が⽬⽴った。
⑥ 新薬創出等加算を「⾰新的新薬薬価維持制度
（PMP）」とした点
制度趣旨の明確化は評価されたものの、実質的な薬
価維持効果が変わらないとの指摘が多く、評価が分
かれた。
⑦ 市場拡⼤再算定（持続可能性特例価格調整）の
位置づけ
類似品への「共連れ」廃⽌は⾼く評価された⼀⽅、
制度⾃体がイノベーションを阻害するとの批判は依
然として強かった。



•薬価引下げ⼀辺倒からの脱却
•特許期間中は真に薬価を維持する制度設計
•予⾒性・透明性の向上
•ドラッグラグ／ロスを⽣まない国際競争⼒の確保

個別論点では前進があるが、イノベーション評価と薬価維持の
「本丸」には踏み込めていない改⾰との評価

各社の共通メッセージ（要約）



グラフ 抜粋
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問2:（１）薬価算定⽅法

12薬価流通政策研究会 くすり未来塾 令和8年度薬価制度改⾰に関するアンケート

② ⾰新的新薬の評価⽅法
○ ⾰新的新薬の評価の在り⽅については、現⾏の⽐較薬の判断基準を拡⼤することを含め、「医療上の必要性が⾼い⾰新的
医薬品に対する薬価上の評価指標の開発に資する研究」（厚⽣労働⾏政推進調査事業費補助⾦）において検討が⾏われてお
り、⾰新的新薬の評価⽅法等については、この研究結果も踏まえて、次期薬価制度改⾰において、引き続き検討することと
する。

全体

内資系

外資系 0% 50% 50% 0%0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

13% 38% 38% 13% 0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

17% 33% 33% 17% 0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



問3:（１）薬価算定⽅法

13薬価流通政策研究会 くすり未来塾 令和8年度薬価制度改⾰に関するアンケート

○ 原価計算⽅式における薬価の原価の開⽰は重要であり、これまで薬価の透明性を確保するための取組を⾏ってきたところ
であるが、開⽰度が50%未満にとどまったため、補正加算を適⽤しても薬価に反映されない例がある⼀⽅、医薬品のサプラ
イチェーンの複雑化により原価の詳細な開⽰が難しくなっているという状況がある。原価計算⽅式における開⽰度の取り扱
いについては、令和 8 年度薬価制度改⾰では⾒直しを⾏わず、業界団体における開⽰度向上に向けた努⼒を継続することを
基本とし、今後の原価計算⽅式における開⽰度、補正加算の適⽤の状況を踏まえた上で、次期薬価制度改⾰において、引き
続き検討することとする。

全体

内資系

外資系 0%0% 75% 25% 0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

6% 25% 44% 13% 13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

8% 33% 33% 8% 17%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



問4:（１）薬価算定⽅法

14薬価流通政策研究会 くすり未来塾 令和8年度薬価制度改⾰に関するアンケート

○ 原価計算⽅式における販売費及び⼀般管理費の係数について、希少疾病⽤医薬品等では、平均を超えた係数
を⽤いることが妥当とされる場合、上限である 70%を超えた係数を⽤いることが可能であることを明確化する
こととする。

全体

内資系

外資系 0% 75% 0% 25% 0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

38% 44% 13% 6% 0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

50% 33% 17% 0%0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



15薬価流通政策研究会 くすり未来塾 令和8年度薬価制度改⾰に関するアンケート

○ 成⼈及び⼩児の同時開発を促進するため、⼩児のみが希少疾病⽤医薬品の指定範囲とされた場合を除き、市
場性加算（Ⅰ）と⼩児加算の併加算を可能とすることとする。 

全体

内資系

外資系 50% 25% 0% 25% 0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

問5: （２）新薬の薬価収載時・薬価改定時における評価

69% 19% 6% 6% 0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

75% 17% 8% 0%0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



16薬価流通政策研究会 くすり未来塾 令和8年度薬価制度改⾰に関するアンケート

全体

内資系

外資系

問6: （２）新薬の薬価収載時・薬価改定時における評価
○ 原則として、現⾏の加算率の範囲（下限 10％）を維持しつつ、希少疾病⽤医薬品の指定基準への該当性の内容に応じて加算率を例外的に
５％とすることができることとし、治験実施の困難さ等を踏まえて加算率を柔軟に判断することとする。

0% 25% 25% 50% 0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 19% 31% 44% 6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 17% 33% 42% 8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



17薬価流通政策研究会 くすり未来塾 令和8年度薬価制度改⾰に関するアンケート

○ 規格間調整のみによる新薬の薬価算定において、新薬が市場性加算（Ⅰ）、先駆加算⼜は迅速導⼊加算の要
件を満たす場合には、これらの補正加算の適⽤を受けることを可能とすることとする。

全体

内資系

外資系

問7: （２）新薬の薬価収載時・薬価改定時における評価

25% 50% 25% 0%0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

50% 38% 13% 0%0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

58% 33% 8% 0%0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



18薬価流通政策研究会 くすり未来塾 令和8年度薬価制度改⾰に関するアンケート

○ 薬価収載時に標準的治療法に関する補正加算を適⽤していない品⽬について、薬価収載後に、新たに、⼀般
診療に⽤いられている国内の診療ガイドラインにおいて標準療法となったと評価できる場合は、薬価改定時に
加算を適⽤することとする。

全体

内資系

外資系

問8: （２）新薬の薬価収載時・薬価改定時における評価

25% 50% 0% 25% 0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

63% 31% 0% 6% 0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

75% 25% 0%0%0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



19薬価流通政策研究会 くすり未来塾 令和8年度薬価制度改⾰に関するアンケート

○ 特許期間中の⾰新的な新薬の薬価が維持されることをよりわかりやすくするため、制度の名称を「⾰新的新
薬薬価維持制度」（英語名：Patent-period price Maintenance Program for Innovative Drugs (PMP)）に変更
することとする。

全体

内資系

外資系

問12: （３）新薬創出・適応外薬解消等促進加算

25% 0% 50% 0% 25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

6% 13% 38% 19% 25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 17% 33% 25% 25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



20薬価流通政策研究会 くすり未来塾 令和8年度薬価制度改⾰に関するアンケート

○ 引き続き、乖離率が平均乖離率を超える品⽬は対象としないこととする。

全体

内資系

外資系

問14: （３）新薬創出・適応外薬解消等促進加算

0%0% 25% 50% 25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 13% 6% 44% 38%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 17% 0% 42% 42%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



21薬価流通政策研究会 くすり未来塾 令和8年度薬価制度改⾰に関するアンケート

○ ⾰新的新薬薬価維持制度の累積額の控除により最低薬価未満の額に改定される品⽬が⽣じることを防ぐため、
⾰新的新薬薬価維持制度の累積額の控除に係るルールを適⽤してから、薬価の下⽀えに係るルールを適⽤する
こととする。

全体

内資系

外資系

問16: （３）新薬創出・適応外薬解消等促進加算

25% 50% 25% 0%0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

38% 38% 25% 0%0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

42% 33% 25% 0%0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



22薬価流通政策研究会 くすり未来塾 令和8年度薬価制度改⾰に関するアンケート

○ イノベーションの評価と国⺠皆保険の維持を両⽴するための対応という趣旨を明確化するため、制度の名称
を「持続可能性特例価格調整」（英語名：Special Price Adjustment for Sustainable Health System and 
Sales Scale(SPA-SSS)）に変更することとする。

全体

内資系

外資系

問17:（４）市場拡⼤再算定

0%0%0% 25% 75%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 6% 6% 25% 63%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 8% 8% 25% 58%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



23薬価流通政策研究会 くすり未来塾 令和8年度薬価制度改⾰に関するアンケート

○ あわせて、持続可能性特例価格調整の在り⽅については、引き続き検討を⾏うこととする。

全体

内資系

外資系

問18:（４）市場拡⼤再算定

0%0% 50% 0% 50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 25% 56% 6% 13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 33% 58% 8% 0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



24薬価流通政策研究会 くすり未来塾 令和8年度薬価制度改⾰に関するアンケート

○ 企業の予⾒可能性を確保し、国⺠負担の軽減と創薬イノベーションを両⽴する観点から、市場拡⼤再算定⼜
は持続可能性特例価格調整対象品の類似品への市場拡⼤再算定⼜は持続可能性特例価格調整の適⽤は廃⽌する。

全体

内資系

外資系

問19:（４）市場拡⼤再算定

50% 25% 0% 25% 0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

56% 25% 13% 6% 0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

58% 25% 17% 0%0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



25薬価流通政策研究会 くすり未来塾 令和8年度薬価制度改⾰に関するアンケート

○ 市場拡⼤再算定⼜は持続可能性特例価格調整対象品⽬の薬理作⽤類似薬については、効能追加等の有無に関
わらず、レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）により使⽤量を把握し、薬価改定以外の機会も
含め、市場拡⼤再算定⼜は持続可能性特例価格調整を実施する。

全体

内資系

外資系

問20:（４）市場拡⼤再算定

0%0% 50% 25% 25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 6% 44% 25% 25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 8% 42% 25% 25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



26薬価流通政策研究会 くすり未来塾 令和8年度薬価制度改⾰に関するアンケート

○ 原則、希少疾病、⼩児の効能等の追加のみをもって、市場拡⼤再算定の要件である使⽤実態の変化に該当す
るとは判断していないこれまでの運⽤を明確化することとする。

全体

内資系

外資系

問21:（４）市場拡⼤再算定

25% 50% 25% 0%0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

31% 50% 13% 0% 6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

33% 50% 8% 0% 8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



27薬価流通政策研究会 くすり未来塾 令和8年度薬価制度改⾰に関するアンケート

○ 引下げの下限及び円滑実施措置については、廃⽌することとしてはどうか。ただし、令和 8 年度薬価制度改⾰における⻑期収載品の薬価の
更なる適正化では、⼤きな制度変更を⾏うことから、令和８年度薬価改定に限り、適⽤することする。

全体

内資系

外資系

問25:（５）イノベーションの推進に向けた⻑期収載品の薬価の更なる適正化

0% 25% 75% 0%0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

6% 19% 44% 25% 6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

8% 17% 33% 33% 8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



28薬価流通政策研究会 くすり未来塾 令和8年度薬価制度改⾰に関するアンケート

○ 先⾏品と有効成分、原薬、添加物、製法等が同⼀のバイオ医薬品であって、後発品として薬事承認を受けた
もの（バイオ AG）（今後新たに薬価収載される品⽬に限る）の薬価は、バイオ後続品（いわゆるバイオシミ
ラー）との適切な競争環境を形成・維持する観点から、バイオ先⾏品の薬価と同額とすることとする。

全体

内資系

外資系

問27:（６）オーソライズド・ジェネリック（AG）・バイオ AG の取扱い

0% 25% 75% 0%0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 25% 69% 0% 6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 25% 67% 0% 8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



29薬価流通政策研究会 くすり未来塾 令和8年度薬価制度改⾰に関するアンケート

○ 後発品の適切な競争環境の形成・維持のため、先発品メーカーの許諾を受けて製造販売されるものである
オーソライズド・ジェネリック（AG）について、まずは、先発品と有効成分、原薬、添加物、製法等が同⼀の
後発品（今後新たに薬価収載される品⽬に限る）の薬価は、先発品の薬価と同額とすることとする。

全体

内資系

外資系

問28:（６）オーソライズド・ジェネリック（AG）・バイオ AG の取扱い

0% 25% 75% 0%0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 25% 56% 13% 6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 25% 50% 17% 8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



30薬価流通政策研究会 くすり未来塾 令和8年度薬価制度改⾰に関するアンケート

○ 最低薬価について、以下のとおりとする。
・外⽤塗布剤について、規格単位に応じた最低薬価を設定する。
・点眼・点⿐・点⽿液について、点眼剤の最低薬価を適⽤する。

全体

内資系

外資系

問34:（２）薬価の下⽀え制度の充実

0% 75% 25% 0%0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

38% 50% 13% 0%0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

50% 42% 8% 0%0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



31薬価流通政策研究会 くすり未来塾 令和8年度薬価制度改⾰に関するアンケート

○ 最低薬価について、引き上げる。ただし、令和７年度薬価調査結果において、前回の令和６年度薬価調査に
おける最低薬価品⽬の平均乖離率を超えた乖離率であった品⽬は引き上げの対象外とする。

全体

内資系

外資系

問35:（２）薬価の下⽀え制度の充実

0% 75% 25% 0%0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

6% 63% 13% 6% 13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

8% 58% 8% 8% 17%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



32薬価流通政策研究会 くすり未来塾 令和8年度薬価制度改⾰に関するアンケート

○ 令和４年度薬価制度改⾰の⾻⼦に基づく、年間 1,500 億円の市場規模を超えると⾒込まれる⾼額な医薬品に
対する対応を継続することとする。

全体

内資系

外資系

問38:（１）⾼額な医薬品に対する対応

0%0% 50% 0% 50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 6% 50% 13% 31%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 8% 50% 17% 25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



33薬価流通政策研究会 くすり未来塾 令和8年度薬価制度改⾰に関するアンケート

○ ⾼額な医薬品に対するこれまでの対応を踏まえ、以下のとおり対応することとする。
・年間 1,500 億円の市場規模を超えると⾒込まれる⾼額な医薬品及びその類似薬については、効能追加等の有無に関わらず、
NDB により使⽤量を把握し、薬価改定以外の機会も含め、市場拡⼤再算定⼜は持続可能性特例価格調整を実施する。
・年間 1,500 億円の市場規模を超えると⾒込まれる⾼額な医薬品に対する持続可能性特例価格調整の適⽤について、年間販
売額が予測販売額から 10 倍以上かつ 3,000 億円超に急拡⼤した場合に限り、引き下げ幅の上限値を 50％から引き上げ、
66.7%（２/３）とする。

全体

内資系

外資系

問39:（１）⾼額な医薬品に対する対応

0%0% 25% 0% 75%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%0% 38% 19% 44%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%0% 42% 25% 33%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



34薬価流通政策研究会 くすり未来塾 令和8年度薬価制度改⾰に関するアンケート

○ 薬価調査における販売額が持続可能性特例価格調整の販売額の要件に該当する品⽬のうち、保険診療外での
使⽤が⼀定数⾒込まれるものについては、製造販売業者が適正使⽤の更なる推進を図ることを前提として、保
険診療における販売額を正確に把握する観点から NDB を使⽤した上で、薬価改定以外の機会も含め、持続可
能性特例価格調整を効能追加等の有無に関わらず実施することとする。

全体

内資系

外資系

問40:（１）⾼額な医薬品に対する対応

0% 50% 25% 0% 25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

13% 38% 38% 6% 6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

17% 33% 42% 8% 0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



35薬価流通政策研究会 くすり未来塾 令和8年度薬価制度改⾰に関するアンケート

○ 「薬剤流通の安定のため」に設定されている調整幅の在り⽅について、物価の⾼騰等の状況も踏まえながら、
次期薬価制度改⾰において、引き続き検討することとする。

全体

内資系

外資系

問41:（２）医薬品流通に関する課題

0%0% 75% 0% 25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 19% 63% 6% 13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 25% 58% 8% 8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



36薬価流通政策研究会 くすり未来塾 令和8年度薬価制度改⾰に関するアンケート

○ ⽶国の最恵国待遇（ＭＦＮ）価格政策に関し、⽇本の薬価が⽶国の価格に波及する可能性を懸念し、製薬企
業が⽇本への新薬導⼊に慎重になることでドラッグ・ロス等となるリスクがあるとの意⾒があることを踏まえ、
ドラッグ・ロスの解消、我が国の創薬⼒を強化する観点等から、機動的な対応ができるよう、⾰新的新薬の薬
価の在り⽅については引き続き検討することとする。

全体

内資系

外資系

問43:（４）イノベーションの適切な評価

0% 75% 25% 0%0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

25% 44% 25% 6% 0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

33% 33% 25% 8% 0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



37薬価流通政策研究会 くすり未来塾 令和8年度薬価制度改⾰に関するアンケート

○ 「⼤⾂折衝事項」（令和７年 12 ⽉ 24 ⽇厚⽣労働省）に基づき、令和９年度薬価改定を着実に実施するこ
ととする。その際の対象品⽬の範囲や適⽤される各種ルールの在り⽅については、創薬イノベーションの推進、
医薬品の安定供給の確保、現役世代の保険料負担を含む国⺠負担の軽減といった要請についてバランス良く対
応するとの基本的な考え⽅を踏まえて検討することとする。

全体

内資系

外資系

問44: 診療報酬改定がない年の薬価改定

0%0%0%0% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%0%0% 6% 94%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%0%0% 8% 92%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



2026年度薬価制度改革について

〜その評価・医薬品流通業界の観点から

〜医療先進国としての明るい未来を⽬指して〜 提⾔ⅩⅤ
2026年薬価改⾰と新年度の展望

38

薬価流通政策研究会・くすり未来塾
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問１ 今回の薬価制度改⾰は卸の⽴場でどう評価していますか。

(1) ⼤いに評価している
(2) まあまあ評価している。
(3) あまり評価していない
(4) 全く評価していない
(5) 医薬品流通にどういう影響が出るか分からない

問２ 今回の薬価制度改⾰で評価している点はどこですか（⾃由記⼊形式）

問３ 診療報酬改定で導⼊された地域⽀援・医薬品供給対応体制加算についてどう評
価していますか

(1) ⼤いに評価している
(2) まあまあ評価している。
(3) あまり評価していない
(4) 全く評価していない
(5) 医薬品流通にどういう影響が出るか分からない

問４ 医薬品供給対応体制加算についてどの点を評価していますか（⾃由記⼊形式）

問５ 今後の薬価制度改⾰で望む改⾰は下記のどれですか

(1) 不採算品の引上げ
(2) 流通コストの上昇に対応した価格引き上げ
(3) 消費税の扱いの⾒直し（消費税を価格転嫁できる業態との公平性の確保）

問６ 今回の医薬品流通適正化ガイドラインの改定についてどのように評価してい
ますか

(1) ⼤いに評価している
(2) まあまあ評価している。
(3) あまり評価していない
(4) 全く評価していない
(5) 医薬品流通にどういう影響が出るか分からない

問７ 医薬品流通適正化ガイドラインの改定について評価しているところはどのよ
うな点ですか（⾃由記⼊形式）

問８ 今後の医薬品流通適正化ガイドラインの改定で望む改⾰は下記のどれですか

(1) メーカーの仕切価設定に対する規制（卸の主張の反映）
(2) 価格交渉の総価除外品⽬の拡⼤
(3) 卸の流通マージンの確保
(4) 返品の規制
(5) 頻回配送の規制
(6) 価格交渉代⾏業者に対する規制

問９ 昨年の令和7年度補正で、医薬品流通のための予算が盛り込まれました。こ
れについてどう評価しますか。

(1) ⼤いに評価している
(2) まあまあ評価している。
(3) あまり評価していない
(4) 全く評価していない
(5) 詳細がまだ出ていないので、分からない

問１０ 今後の予算措置について、対象経費、継続性、などについてどのように考
えますか（⾃由記⼊形式）

アンケート 内容

©HIP研究会 All right reserved.
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問１ 今回の薬価制度改⾰は卸の⽴場でど
う評価していますか。

⼤いに評価している
まあまあ評価している。
あまり評価していない
全く評価していない
どういう影響が出るか分からない

問３ 診療報酬改定で導⼊された地域
⽀援・医薬品供給対応体制加算につい
てどう評価していますか

⼤いに評価している
まあまあ評価している。
あまり評価していない
全く評価していない
どういう影響が出るか分からない

あまり評価していない

⼤いに評価している
まあまあ評価している

©HIP研究会 All right reserved.
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問６ 今回の医薬品流通適正化ガイドライ
ンの改定についてどのように評価していま
すか

⼤いに評価している
まあまあ評価している。
あまり評価していない
全く評価していない
どういう影響が出るか分からない

問９ 昨年の令和7年度補正で、医薬品流
通のための予算が盛り込まれました。こ
れについてどう評価しますか

⼤いに評価している
まあまあ評価している。
あまり評価していない
全く評価していない
詳細がまだ出ていないので分からない

⼤いに評価している ⼤いに評価している

まあまあ評価している

どういう影響が出るか
分からない

詳細がまだ出ていないので
分からない

©HIP研究会 All right reserved.
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60%

100%

80%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3. 消費税の扱いの⾒直し（消
費税を価格転嫁できる業態と

の公平性の確保）

2. 流通コストの上昇に対応し
た価格引き上げ

1. 不採算品の引上げ

問５ 今後の薬価制度改⾰で望む改⾰は
下記のどれですか

80%

0%

0%

20%

60%

20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6. 価格交渉代⾏業者に対する規制

5. 頻回配送の規制

4. 返品の規制

3. 卸の流通マージンの確保

2. 価格交渉の総価除外品⽬の拡⼤

1. メーカーの仕切価設定に対する
規制（卸の主張の反映）

問８ 今後の医薬品流通適正化ガイドライン
の改定で望む改⾰は下記のどれですか



問２ 今回の薬価制度改⾰で評価している点はどこですか

43

• 正直卸の視点からするとあまり卸の経営にプラスになりそうな改訂はない。
最低薬価の引き上げは、医薬品の安定供給には不可⽋ですし、ぜひ継続をお願いしたい。

• バイオシミラー／バイオセイムのルール作りが明確化できたことは評価できる

• 原価割れ品⽬への対応などは⼀定の評価ができるが、特許品の薬価維持については、名称の
付け替えだけで実質的な進歩がなかった。

• 最低薬価品⽬を2年連続引き上げした点、市場拡⼤再算定の共連れ引き下げを廃⽌した点は
評価できる

•  インフレ基調下で新政権として物価⾼対策が⽰され、診療報酬においても⼈件費や⽔道光
熱費等の⼿当がある中で、薬価のみがデフレ環境下のルールで引き続き下げられた点は評価
できない

©HIP研究会 All right reserved.



問４ 医薬品供給対応体制加算についてどの点を評価していますか

44

• 流通改善の内容が、診療報酬の点数算定の要件に⼊ったことは画期的なことと⼤変⾼く評価
しております。今まで、ペナルティもないのだから真剣に取り組まないと明⾔する得意先も
ありました。これでようやく得意先も真剣になっていただけるものと期待しています。

• 流通改善ガイドラインの内容を診療報酬に取り込んだ点が画期的

• 医薬品の安定供給の協⼒について、診療報酬上の点数で⾔えるようになった。医政局と保険
局のコラボが評価できる。制度上、安定供給確保の⽅向性が⽰されたが、当事者である医薬
品卸がエビデンスに基づいて得意先にしっかりと意⾒を⾔えるか、当事者能⼒が求められる

• GL項⽬のうち単品単価交渉を原則とすることが診療報酬上で初めて要件規定された点、た
だ、地域における在庫情報の共有に関しては、仕組みの普及がまだ進んでいないことや共通
プラットフォームの構築論も出ているなど薬局を中⼼に体制整備に不安があるのが実情だ

• 流通改善ガイドラインを遵守する要件が加わり医療機関の意識が変わることが期待できる点

©HIP研究会 All right reserved.



問７ 医薬品流通適正化ガイドラインの改定について評価している
ところはどのような点ですか

45

• 単品単価の定義をより詳細に定義頂いたこと、不採算再算定２年以上のことを明記頂いたこ
と、旧安定確保Bを別枠に追加頂いたこと。⼀⽅で、物流コストについては、当初の流通改
善ガイドラインにあったように、基本薬価に含まれている流通経費６．９％を参考値とする
旨記載を頂きたかった。

• ガイドラインで対応するのはそろそろ限界。価格交渉代⾏に関する結論的なルール設定が待
たれる

• 限定流通等に踏み込んだこと

• 法⼈格・個⼈事業主が異なる加盟施設との取引価格の交渉を⼀括して受託する業者（すなわ
ち購買代⾏業者）の価格交渉がはっきりと単品単価交渉にはあたらないと定義された点

• より流通改善が進展する改定。特に、⼀社流通については改善していく。⼀⽅、「流通コス
ト」記載部分については、「流通コスト」を逆⼿にとった新薬メーカー（特にスペシャリテ
ィメーカー）が割戻等を減額してくる懸念があり、卸にとっては経営悪化の要因となる

©HIP研究会 All right reserved.



問１０ 今後の予算措置について、対象経費、継続性、などについ
てどのように考えますか

46

•  ぜひ継続して取得できるようにご検討を頂きたい。通常使⽤できるものは不可とのことで
あったが、EVカーやGDP対応等の現状以上の品質向上あるいは、環境対応等について認め
ていただけるとありがたい。

• 不要

• ⼀過性ではなく、継続性を持って欲しい。この補助⾦論と保険卸論は全く別物だということ
に注意が必要

• 卸にこのような補正予算措置を講じるのは画期的なことで⼤変ありがたい。⼀⽅で特定期間
のみの投資評価では、医薬品流通の持続可能性を⻑期的に維持できないので、継続的な⽀援
をお願いしたい。また、今回は医薬品卸のみが対象だが医療機器卸への⽀援も必要。

• 今まで卸に対して安定供給確保の予算がついたことはなく、⼤変画期的で感謝している。卸
のインフラ整備は今後も続くので、補助⾦の使⽤状況のモニタリングをすることを前提に、
補正予算ではなく通常予算に盛り込んでいただきたい。

©HIP研究会 All right reserved.



創薬の成長戦略

〜医療先進国としての明るい未来を⽬指して〜 提⾔ⅩⅤ
2026年薬価改⾰と新年度の展望

47

薬価流通政策研究会・くすり未来塾
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令和7年12⽉24⽇
⽇本成⻑戦略会議
（第2回）資料より

View by
【くすり未来塾】

新組織の設定と検
討のタイムライン
が⽰されたのは
期待が持てる動き

⾻太を⽬指した
ロードマップ
とも⾒える
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新政権の基本⽅針（第1回⽇本成⻑戦略会議の資料より）



創薬に係る政府⽅針について
• 「17の戦略分野における官⺠連携での危機管理投資・成⻑投資

の促進 」という新政権の重要施策に位置付けられたことは評価。
• 議論の場が新設されたことも、他分野との並びで、評価。
• 今後、⼯程表や、複数年度にまたがる予算措置（のコミットメ

ント）が講じられることが期待される。
• ⼀⽅、これまでの「創薬エコシステム」の構築、それによる投

資の呼び込み、との違いや連続性、継続性は注視に値する。
• 今後の“官⺠投資ロードマップの策定”に当たっては、医療保険

制度の制約を過⼤に考慮することなく、グローバルの視野で⼤
胆な⽅針が打ち出されることを期待したい。
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薬局の在庫をめぐる問題について
〜抗がん剤治療における“処方難民”発生と対応

〜医療先進国としての明るい未来を⽬指して〜 提⾔ⅩⅤ
2026年薬価改⾰と新年度の展望
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薬価流通政策研究会・くすり未来塾
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地域の薬局における不動在庫の現状と問題点に関する予備的調査 2025年12⽉ 三村優美⼦（⻘⼭学院⼤学名誉教授）他 



54
地域の薬局における不動在庫の現状と問題点に関する予備的調査 2025年12⽉ 三村優美⼦（⻘⼭学院⼤学名誉教授）他 
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地域の薬局における不動在庫の現状と問題点に関する予備的調査 2025年12⽉ 三村優美⼦（⻘⼭学院⼤学名誉教授）他 



低栄養問題と経口栄養補助剤

〜医療先進国としての明るい未来を⽬指して〜 提⾔ⅩⅤ
2026年薬価改⾰と新年度の展望
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薬価流通政策研究会・くすり未来塾



（⼀社）⽇本在宅ケアアライアンス ⾷⽀援委員会委員⻑太⽥秀樹による



低栄養（症） 栄養ケア ⾷⽀援

診断・評価 治療・ケア ⼿段・⽅法

診断・評価基準
GLIM基準

医療（医療保険）
介護（介護保険）

多職種協働・産官学⺠

4つの領域

科学的視点
と

⽂化的視点

概念の整理 （これからの課題）

⽇本⼈の基準
確⽴？

介護の課題？
医薬品？⾷品？

食べるもの

食べる力
食べる意欲

思い・願い・望み

アライ
アンス

的

（⼀社）⽇本在宅ケアアライアンス ⾷⽀援委員会委員⻑太⽥秀樹による



GLIM criteria
GLIM: Global Leadership Initiative on Malnutrition

GLIM基準：栄養状態を評価するための世界共通の基準
◎ 表現型（体重減少、低BMI、筋⾁量減少）
◎ 病因（⾷事摂取量低下、疾患負荷）

これらの因⼦を組み合わせながらスクスクリーニングを⾏う

Malnutrition 低栄養（るい痩） 過栄養（肥満） 両者を含む概念
Sarcopenic Obesity（サルコペニア肥満）筋⾁量が減少している肥満

（⼀社）⽇本在宅ケアアライアンス ⾷⽀援委員会委員⻑太⽥秀樹による



症候（表現型）分類 病理（疫学的）分類

原因不明の体重減少

BMIの低下

筋⾁量の減少

摂⾷量の減少
or

消化・吸収不全

疾病/外傷/感染症

慢性・再燃性 急性重篤

５B72 成⼈の低栄養

5B72-0   中等度から重篤な炎症？
5B72-1   疾病に起因するが、原因不明の炎症？
5B72-2      飢餓 経済的 社会的 環境要因

太⽥改変私案

（⼀社）⽇本在宅ケアアライアンス ⾷⽀援委員会委員⻑太⽥秀樹による
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中医協総会2025年12⽉12⽇
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中医協総会2025年12⽉12⽇
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中医協総会2026年1⽉28⽇



医薬品経腸栄養剤の保険給付の適正化に関する議論の流れ
２０２５年１２⽉１２⽇ 中医協総会（第635回）個別事項（その15

） • 2号側委員発⾔（抜粋）
Ø 現在、疾病の治療のために必要であり、他の⾷事では代替できないことから、
医師が栄養保持を⽬的とした医薬品を使⽤することが、特に必要と認めて使
⽤されている患者も存在しております。必要性を判断できるのは医師のみで
ありますので、医師が必要と認めた場合は、確実に保険給付の対象とするこ
とが重要であることを申し上げたい

Ø 国が治す医療から治し⽀える医療へ転換するのであれば、⾼齢者を⽀える、
こういう栄養剤を保険適⽤から外すというのは、流れは別ではないでしょう
か。ですから、きっちり患者が元気にならなければいけないときに、元気に
なる栄養が使えないというのは、⾮常に医療現場から⾒るとマイナスの⽅向
に⾏くと思います

• 1号側委員発⾔（抜粋）
Ø 例外的に医師が治療上の必要性を特に認める場合でも、単なる低栄養という

ことだけで、保険診療の中で使⽤することのないように、運⽤ルール上の⼯
夫を併せてお願いしたい

Ø 現在、治療のために必要ということで、医師からの指⽰で使⽤している患者
の⽅もいるということでありますので、患者への影響も踏まえ、検討が必要
と考えます

• 1⽉28⽇の中医協総会でいわゆる短冊において、以下の患者に対する使⽤に限り、
その理由を処⽅箋及び診療報酬明細書に記載することで保険給付の対象とすること
を明確化する⽅針が⽰された。

Ø ⼿術後の患者、経管により栄養補給を⾏っている患者
Ø 必要な栄養を⾷事により摂取することが困難な患者である場合その他これに

準ずる場合であって、医師が当該栄養保持を⽬的とした医薬品の投与が必要
であると判断した場合

• 併せて、答申書附帯意⾒（素案）として以下が⽰された。
Ø ⻑期収載品や⾷品類似薬について、今回改定による影響の調査・検証を⾏う
とともに、医薬品の保険給付の在り⽅について、供給状況や患者の負担増に
配慮しつつ、引き続き検討すること。

２０２6年１⽉28⽇ 中医協総会（第645回）個別改定項⽬について（そ
の2）

答申書附帯意⾒（素案）



低栄養は独⽴した疾患（ICD-11）＝予後の悪化・医療費の増⼤の原因となる社会的課題

35

57

8

115

290

73

0% 20% 40% 60% 80% 100%

BMI 18.5未満
BMI 18.5以上25未満

BMI 25以上 死亡
⽣存

BMI別にみた1年後の転帰

平成25年度⽼⼈保健健康増進等事業 在宅療養患者の栄養状態改善⽅法に関する調査研究
国⽴⻑寿医療研究センター,  http://www.ncgg.go.jp/research/pdf/topics/rojinhokoku4_25.pdf

国⺠医療費に対する割合
国⺠医療費（2014年；医科＋調剤） 36.85兆円 −

狭義の低栄養
（存在率0.8%）

推計 医療費 1.58兆円 4.3％

うち、推計 超過医療費* 1.05兆円 2.9％

広義の低栄養
（存在率2.9%）

推計 医療費 2.70兆円 7.3％

うち、推計 超過医療費* 1.19兆円 3.2％

62

43

33

156

205

244

0% 20% 40% 60% 80% 100%

低栄養
低栄養のおそれあり

栄養状態良好 死亡
⽣存

MNA®-SF別にみた1年後の転帰

欧州臨床栄養代謝学会（ESPEN） Fact-Sheets

* 性・年齢区分毎の平均医療費からの超過分合計

Ogawa S et al. Asia Pac J Public Health. 2019 Oct;31(7):594-602

包括 P=0.0004

包括 P=0.0362



ESPEN（欧州臨床栄養代謝学会）ガイドラインにおけるONS：術後以外にも多数推奨されている

領域 疾患/状況 記載（推奨グレード）

呼吸器 COPD 少量頻回のONSは食後の呼吸困難感や満腹感を回避し、コンプライアンスを向上させるのに好ましい（Ｂ）

消化器

クローン病 寛解維持；持続的な腸管炎症を有する症例にはONSを使用する（ステロイド依存の患者）（Ｂ）

短腸症候群 安定期において、通常食のみでは栄養状態の維持が難しい場合、ONSもしくはTFを行う（Ｃ）

高齢者

高齢者
栄養不良もしくは低栄養の危険にある患者ではエネルギー、たん白、微量元素を増強し、栄養状態・
生存を改善するためにONSを行う（Ａ）

フレイル 栄養状態の改善・維持のためにONSを行う（Ａ）

整形外科 臀部骨折・整形外科術後患者では合併症減少のためONSを行う（Ａ）

褥瘡 特に高たん白のONSによって褥瘡の進展のリスクを減少できる（Ａ）

非手術癌

放射線・
放射線化学療法

食事指導やONSの強化によって食事摂取量の強化や治療関連体重減少や放射線療法の中断を防ぐ
ことができる（Ａ）

臓器移植
移植前；栄養不良な状態ではONSもしくはTFであっても実施する。待機リストの患者を検査する際は
標準的に栄養評価を行う（Ｃ）

膵臓 慢性膵炎；患者の10-15%はONSが必要である。TFは約5%とされる（Ｃ）

肝疾患
肝硬変；エネルギー必要量が経口摂取で満たされない場合、食道静脈瘤のある患者であっても、ONSか
TFを行う（Ａ）

※TF；経管栄養

Lochs H. et al. Clin. Nutr.;2006 ；25(3):177-360



• 当該11県における肺炎および⾻折による⼊院受療率（⼈⼝10万対）の平均値は、いずれも全国平均より約30％⾼くなっている
• 当該11県の1⼈あたり年齢調整後医療費の平均は、他36都道府県に⽐べ、国保＋後期⾼齢者医療制度では約4万円⾼く
なっており、全国平均に対する地域差指数は、当該11県では約0.05ポイント（約5％）⾼くなっている

*  医薬品経腸栄養剤研究会調べ
**  令和5年 患者調査 第40-2表

*** 令和5年度（2023年度）医療費の地域差分析 2 ⼀⼈当たり年齢調整後医療費及び地域差指数
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1⼈当たり医療費 ***
国⺠健康保険＋後期⾼齢者医療制度

1⼈あたり年齢調整後医療費 地域差指数

5% 6%

従来から経腸栄養剤の経⼝処⽅に対する保険査定の厳しい11県*では、
肺炎・⾻折による⼊院受療率および1⼈あたり医療費が全国平均より⾼い



項⽬

医薬品6品⽬**の規格幅
下限平均〜上限平均

**イノラス、エネーボ、エンシュ
ア・H、エンシュア・リキッド、
ツインライン、ラコール

⾷品表⽰基準***に
おける許容差

***⾷品表⽰基準
(令和7年10⽉1⽇施⾏時点)

摂取量が影響する病態等

三⼤栄養素 −10.0% 〜 ＋11.1％ −20% 〜 ＋20％ 腎機能障害、糖尿病、
サルコペニア、膵疾患 等

ナトリウム −11.7% 〜 ＋20.9％ −20% 〜 ＋20％ 腎機能障害、⼼不全 等

多量ミネラル
（ナトリウム
以外）

−10.1% 〜 ＋21.0％ −20% 〜 ＋50％
腎機能障害、⼼不全、
リフィーディング症候群、
⾻粗鬆症 等

微量ミネラル −12.4% 〜 ＋24.6％ −20% 〜 ＋50％
鉄/銅⽋乏性貧⾎、甲状腺機
能低下症・亢進症、各種⽋乏
症 等

脂溶性ビタミン −12.2% 〜 ＋31.6％ −20% 〜 ＋50％
妊娠、⾻粗鬆症、⾼カルシウ
ム⾎症、ワルファリン服⽤
等

⽔溶性ビタミン −12.3% 〜 ＋33.9％ −20% 〜 ＋80％ ウェルニッケ脳症、巨⾚芽球
性貧⾎ 等

医薬品経腸栄養剤と⾷品流動⾷は同じではない：栄養成分規格、アドヒアランスの違い

医薬品経腸栄養剤と⾷品表⽰基準の栄養成分ごとの規格幅の⽐較*
⇒下限・上限ともに２倍程度の開きがある

Hashizume N. et al. PloS One; 2019；Sep 26; 14(9): e0222972

医薬品栄養剤と⾷品流動⾷のアドヒアランスの差

（％）
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（n=107） （n=148）

医師／管理栄養⼠から専⾨指導を受けた割合

298.0 kcal/⽇ 202.6 kcal/⽇p<0.0001

1⽇あたりの平均摂取量*  医薬品経腸栄養剤研究会調べ
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薬価流通政策研究会・くすり未来塾
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医薬品流通においては、⼀次売差マイナス
（＝仕⼊れより販売価が安い）という問題が存在

中医協 薬価専⾨部会 令和5年8⽉30⽇
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• 医療⽤医薬品の⼀次売差マイナスの解消という流通改善の⽬標は進んでおらず、仕切価
格（率）の上昇が続いている。

• 仕切価格は、本来流通当事者間での話し合いや交渉が⾏われるべきものだが、実際には
メーカーから卸への通達に近い実態となっている。近年の卸の絞り込みの動きは、さら
にメーカー優位の構造を強めている。

• 結果として医薬品卸の経営の不安定化が進み、医薬品の安定的な供給という卸の基本機
能まで侵害されつつある。基本機能に係る部分までコスト削減が強いられているその実
態については、既にくすり未来塾としても提⾔公表ずみ。

• 企業によっては、製品によるが、⾮常に少ない仕切価率、例えば調整幅（２％）のみを
差し引いて提⽰する事例もあると聞く。

• 調整幅の問題は、くすり未来塾発⾜当初からの薬価・流通の⼤きな問題だった。このた
め、２％導⼊の経緯などについてこれまでも取り上げてきたところ。

• 少なくとも問題が多くかつ流通コストと関係ない調整幅が仕切価設定に⽤いられる実態
が仮にあるとすれば、それは事実上卸に⼀⽅的に通告できるメーカーの商慣⾏として問
題なのではないか。
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業界紙（社説）でもくすり未来塾の問題提起が取り上げられた

薬事⽇報2026年2⽉6⽇「社説」
※転載につき、薬事⽇報社から許諾済み
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診療報酬においても流通の問題が取り上げられている



76

令和7年度補正予算において、医薬品卸売業者に対する補助が初めて計上された
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医薬品卸売業者の位置付けの検討が必要ではないか

・先般の医薬品医療機器等法の中で安定供給義務が明記された
・今回、補正予算において医薬品流通業が、社会の重要インフラとして

公費補助の対象となった

現在、医薬品卸売業者は単一の許可だが（現金問屋も同一補助類型）、
医療用医薬品の主要な流通を担う高度な機能を持つ医薬品卸売業者は
医療保険制度の重要な担い手（社会インフラ）であり、これらのため、
特別のカテゴリーの許可類型があってもよいのではないか。

高度機能の例 高度な温度管理、電子的在庫管理、災害対応
（これらの機能を連合体として担う場合も含む）


